平成１６年（ワ）第１２２５２号ほかイラク派兵差止等請求事件

原　 告　　

被　 告　　国

準備書面（１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ２００６年７月１０日

東京地方裁判所　民事第１３部　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　原告ら訴訟代理人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁護士　　内　　田　　雅   敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　大　　山　　勇   一

　イラクに派兵されている自衛隊の現状について，下記のとおり，補足して主張し，
最終準備書面とする。

                      記

２００６年６月１６日付の報道によれば，日本政府は、イラク南部サマワに派兵している陸上自衛隊の撤退を月内に開始し、同年８月中にクウェ−トへの出国を完了すると発表した。そして，７月７日に，イラクからの撤退が開始された。

２００４年１月に開始されたサマワへの陸上自衛隊派遣は、イラク住民への給水活動のイメ−ジとともに「人道復興支援」の象徴とされてきた。しかし、実際には、イラク南部の広大な砂漠地帯で活動する占領軍への後方支援を行い、内陸からペルシャ湾に向かう原油パイプラインの安全を確保することに真の目的があったと推察され、特に占領軍への給水は、砂漠地帯における軍事活動に必要不可欠なものだった。そして、かような重要な軍事的任務があったからこそ、自衛隊は重装備で武装したのである。これは明らかに、憲法９条が禁止している「自衛隊の海外派兵」に該たるものである。

その結果，日本は、米英軍とともに、その正当性が今や完全に否定された「イラク侵略戦争」の当事国として、１０万人を超えるとされるイラク民衆の犠牲者、その何倍という負傷者、経済・生活基盤の破壊などに対する「戦争責任」が厳しく問われている。

　かような政府のイラク侵略戦争加担に対し、多くの原告らが，自ら持つ主権の具体的な行使として，イラクへの自衛隊派兵差止訴訟を提起した。

この提訴は，東京地裁だけではなく，札幌，名古屋、大阪、静岡、甲府、宇都宮、仙台、京都、岡山、熊本など全国１１か所の裁判所ですすめられた。イラクからの自衛隊撤退は，イラク戦争の違法性を徹底的に暴き、イラク国内の治安悪化や非人道的な実態を告発し、自衛隊派遣の軍事目的を暴露し、その憲法・自衛隊法違反を主張し続けてきた原告らのこれまでの主張・立証活動の成果であるといえる。

　ところで、報道によれば、クウェートに駐留する航空自衛隊に関しては、陸自撤収後もＣ１３０輸送機３機態勢でクウェートとイラク全土２４空港間において、多国籍軍兵士ならびに物資の輸送任務を継続・拡大して行なう方向で検討しており、さらに、クウェート・イラク間に止まらず、米軍拠点のあるカタールなどへ米兵ならびに米軍物資の輸送など、米軍拠点間での輸送も検討中ということである。

　これは、空自の輸送任務の継続・拡大を意味し、「安全確保支援活動」という名のもとで、より米軍に従属し、危険な「後方支援活動」に従事することを意味する。もしこれが実行されるならば、「人道復興支援」というイラク派兵の口実は名実ともに消え失せ、まさに米軍の軍事作戦を支える「兵站行為」そのものの性格を明確にし、憲法９条に違反する派兵である本性がむき出しとなる。

　したがって，陸上自衛隊の撤退が完了したとしても，航空自衛隊が中東に駐留し，米軍の軍事活動を支え続けている限り，自衛隊の派兵差止を求める原告らの訴えの利益はなんら失われるものではない。

２年半にわたる，陸上自衛隊・航空自衛隊のイラクでの活動が日本国憲法の平和主義に真っ向から違反し，原告らの平和的生存権，人格権を侵害してきたことは，これまでの立証により明白となった。裁判所が，違憲判断に踏み込み，精神的苦痛に耳を傾けることこそが，政府にこれ以上国際法違反・憲法違反の過ちを積み重ねないようにさせる−政府の暴走をくい止める−ための唯一の方策であり，まさにこれが司法の使命である。

裁判所の適正・公平な判決を希望する。

以上
